
(57)【要約】

【課題】集団健診における眼底検査で、撮影漏れを健診

終了時に自動的にチェックできるようにする。

【解決手段】先ず撮影予定者リストを登録する（Ｓ１）

。被検者ＩＤ等の被検者識別子が入力されると（Ｓ２）

、眼底カメラ１により被検者の眼底撮影が行われる（Ｓ

３）。撮影された画像はデジタル画像データとして記憶

され、同時に表示される。現在の被検者における撮影が

終了すると、次の被検者ＩＤを入力する（Ｓ５）。次の

被検者に関しても、上記Ｓ３、Ｓ４、Ｓ５を行い、以後

は健診が終了するまで繰り返す。全ての撮影対象者の撮

影が終了すると、撮影者は健診の終了を入力する（Ｓ６

）。この健診終了指示を受けて、撮影漏れの判定を行う

（Ｓ７）。撮影漏れの判定の結果、撮影漏れが発見され

ると（Ｓ８）、撮影漏れの警告表示を行う（Ｓ９）。

【選択図】図２

JP 2006-115925 A 2006.5.11



【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 被 検 者 リ ス ト を 入 力 す る リ ス ト 入 力 手 段 と 、 被 検 者 の 識 別 子 を 入 力 す る 被 検 者 Ｉ Ｄ 入 力
手 段 と 、 被 検 者 の 眼 底 を 撮 影 す る 被 検 眼 撮 影 手 段 と 、 該 被 検 眼 撮 影 手 段 に よ り 撮 影 し た 被
検 眼 に 関 連 し た 被 検 眼 情 報 を 記 録 す る 被 検 眼 情 報 記 録 手 段 と 、 前 記 被 検 眼 撮 影 手 段 に よ る
検 査 の 終 了 を 検 知 す る 検 査 終 了 検 知 手 段 と 、 該 検 査 終 了 検 知 手 段 の 検 知 結 果 に 基 づ い て 前
記 被 検 眼 情 報 記 録 手 段 に 記 録 し た 被 検 眼 情 報 と 前 記 リ ス ト 入 力 手 段 か ら 入 力 し た 前 記 被 検
眼 情 報 と を 比 較 す る 情 報 比 較 手 段 と 、 該 情 報 比 較 手 段 の 比 較 結 果 に よ り 警 告 表 示 を 行 う 警
告 表 示 手 段 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 眼 科 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 情 報 比 較 手 段 は 撮 影 漏 れ 判 定 を 行 い 、 撮 影 漏 れ が あ る と 撮 影 漏 れ リ ス ト 記 憶 部 に デ
ー タ を 入 力 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 眼 科 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 警 告 表 示 手 段 は 前 記 撮 影 漏 れ リ ス ト 記 憶 部 に 基 づ い て 警 告 表 示 を 行 う こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 眼 科 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 警 告 表 示 手 段 は 検 査 者 に モ ニ タ を 用 い て 表 示 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載
の 眼 科 撮 影 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 集 団 健 診 や 眼 科 医 院 等 で 使 用 さ れ る 眼 底 カ メ ラ 等 の 眼 科 撮 影 装 置 に 関 す る も
の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 、 各 地 域 で 行 わ れ て い る 住 民 健 診 や 、 企 業 単 位 で 実 施 さ れ て い る 企 業 健 診 等 の 眼 底
検 査 で は 、 膨 大 な 画 像 が 撮 影 さ れ る 。 撮 影 さ れ た 画 像 は 全 て 眼 科 医 等 の 読 影 医 が 所 見 の 有
無 を 判 定 し 、 判 定 結 果 を 被 検 者 に 知 ら せ て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 近 年 で は 、 眼 底 撮 影 を デ ジ タ ル デ ー タ と し て 記 録 す る 方 法 が 一 般 的 で あ り 、 撮 影 デ ー タ
は 可 搬 型 の 記 録 媒 体 や Ｐ Ｃ 等 に 内 蔵 さ れ た ハ ー ド デ ィ ス ク ド ラ イ ブ 等 に 記 録 さ れ る 。
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 健 診 で 撮 影 さ れ た 画 像 は 、 全 数 に 対 し 医 師 に よ る 読 影 が 実 施 さ れ る た め 、 漏 れ な く 読 影
医 に 渡 さ な け れ ば な ら な い 。 し か し な が ら 集 団 健 診 に お い て は 、 通 常 で は 被 検 者 は ラ ン ダ
ム に 撮 影 が 実 施 さ れ る た め 、 健 診 終 了 後 に 眼 底 撮 影 を 行 わ な け れ ば な ら な い 受 診 者 の 撮 影
が 全 て 終 了 し た か に つ い て は 、 撮 影 後 に 受 診 者 リ ス ト 等 と 撮 影 画 像 デ ー タ と の 比 較 を 行 い
、 漏 れ を １ つ １ つ 確 認 し な け れ ば な ら な い 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 こ の 確 認 作 業 は 多 大 な 時 間 と 手 間 を 要 す る た め 、 作 業 者 の 負 担 増 ば か り で な く 、 作 業 者
の 人 件 費 増 に も 影 響 し て い る 。 更 に 、 確 認 作 業 の 結 果 漏 れ が 発 見 さ れ る の は 、 健 診 終 了 か
ら か な り の 時 間 経 過 後 で あ る た め 、 漏 れ た 被 検 者 に は 再 度 撮 影 の た め に 健 診 会 場 、 又 は 健
診 機 関 に 来 て も ら う 必 要 が あ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 本 発 明 の 目 的 は 、 上 述 の 問 題 点 を 解 消 し 、 集 団 健 診 に お け る 眼 底 検 査 に お い て 、 撮 影 漏
れ を 健 診 終 了 時 に 直 ち に 知 る こ と が で き る 眼 科 撮 影 装 置 を 提 供 す る こ と に あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め の 本 発 明 に 係 る 眼 科 撮 影 装 置 の 技 術 的 特 徴 は 、 被 検 者 リ ス ト を
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入 力 す る リ ス ト 入 力 手 段 と 、 被 検 者 の 識 別 子 を 入 力 す る 被 検 者 Ｉ Ｄ 入 力 手 段 と 、 被 検 者 の
眼 底 を 撮 影 す る 被 検 眼 撮 影 手 段 と 、 該 被 検 眼 撮 影 手 段 に よ り 撮 影 し た 被 検 眼 に 関 連 し た 被
検 眼 情 報 を 記 録 す る 被 検 眼 情 報 記 録 手 段 と 、 前 記 被 検 眼 撮 影 手 段 に よ る 検 査 の 終 了 を 検 知
す る 検 査 終 了 検 知 手 段 と 、 該 検 査 終 了 検 知 手 段 の 検 知 結 果 に 基 づ い て 前 記 被 検 眼 情 報 記 録
手 段 に 記 録 し た 被 検 眼 情 報 と 前 記 リ ス ト 入 力 手 段 か ら 入 力 し た 前 記 被 検 眼 情 報 と を 比 較 す
る 情 報 比 較 手 段 と 、 該 情 報 比 較 手 段 の 比 較 結 果 に よ り 警 告 表 示 を 行 う 警 告 表 示 手 段 と を 有
す る こ と に あ る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 本 発 明 に 係 る 眼 科 撮 影 装 置 に よ れ ば 、 健 診 終 了 時 に 撮 影 漏 れ を 検 知 し 、 警 告 を 行 う よ う
に 構 成 し た の で 、 集 団 健 診 等 の 多 く の 被 検 者 に 対 し 撮 影 を 行 わ な け れ ば な ら な い 場 合 に お
い て 、 簡 単 に か つ 正 確 に 撮 影 漏 れ を 防 ぐ こ と が で き る ば か り で な く 、 読 影 医 へ の 画 像 整 理
時 間 を 大 幅 に 短 縮 で き る 効 果 が あ る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 本 発 明 を 図 示 の 実 施 例 に 基 づ い て 詳 細 に 説 明 す る 。
【 実 施 例 １ 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 図 １ は 実 施 例 １ の 装 置 構 成 図 を 示 し 、 眼 底 カ メ ラ １ に は 被 検 眼 眼 底 を 撮 像 す る Ｃ Ｃ Ｄ カ
メ ラ ２ が 付 設 さ れ 、 Ｃ Ｃ Ｄ カ メ ラ ２ の 出 力 は 撮 像 さ れ た 眼 底 像 を Ａ ／ Ｄ 変 換 し た 後 に 記 憶
す る 画 像 記 憶 部 ３ を 介 し て 画 像 を 表 示 す る 撮 影 画 像 表 示 部 ４ に 接 続 さ れ て い る 。 ま た 、 眼
底 カ メ ラ １ に は 、 眼 底 カ メ ラ １ で 撮 影 さ れ た 眼 底 画 像 リ ス ト を 記 憶 す る 撮 影 済 み リ ス ト 記
憶 部 ６ を 介 し て 被 検 者 Ｉ Ｄ 入 力 部 ５ が 接 続 さ れ て い る 。 ま た 、 撮 影 済 み リ ス ト 記 憶 部 ６ に
は 撮 影 漏 れ 警 告 判 断 部 ９ が 接 続 さ れ 、 撮 影 漏 れ 警 告 判 断 部 ９ に は 、 撮 影 を 予 定 し て い る 被
検 者 Ｉ Ｄ に 基 づ い た 撮 影 リ ス ト を 入 力 す る 撮 影 リ ス ト 入 力 部 ７ 、 健 診 の 終 了 を 指 示 す る 健
診 終 了 指 示 部 ８ 、 警 告 を 行 う 警 告 表 示 部 １ ０ が 接 続 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 図 ２ は 実 施 手 順 の フ ロ ー チ ャ ー ト 図 を 示 し 、 先 ず 撮 影 予 定 者 リ ス ト を 登 録 す る （ ス テ ッ
プ Ｓ １ ） 。 こ の 撮 影 予 定 者 リ ス ト の 登 録 方 法 は 、 健 診 の 種 類 に よ り 異 な る の で 、 次 の 場 合
に 分 け て 述 べ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
［ 出 張 形 態 の 住 民 健 診 の 場 合 ］
　 地 域 の 公 民 館 や 小 学 校 等 を 会 場 と し て 行 わ れ る 健 診 で は 、 被 検 者 は 事 前 に 市 民 公 報 や 回
覧 板 等 の 媒 体 で 健 診 の 実 施 を 知 り 、 各 自 の 判 断 で 必 要 に 応 じ て 受 診 す る 。 従 っ て 、 健 診 を
運 営 す る 健 診 団 体 等 の 主 催 者 側 は 概 略 の 人 数 は 分 か る も の の 、 実 際 の 被 検 者 数 は 終 わ っ て
み な け れ ば 把 握 で き な い 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 被 検 者 は 健 診 で 受 付 を 済 ま せ た 後 に 、 身 長 、 体 重 、 血 圧 等 の 検 査 を 受 け 、 こ れ ら の 結 果
に 応 じ て 眼 底 検 査 の 必 要 の 有 無 が 判 断 さ れ る 。 眼 底 検 査 が 必 要 と 判 断 さ れ た 場 合 に は 、 検
査 項 目 に 眼 底 検 査 が 追 加 さ れ る と 同 時 に 、 撮 影 リ ス ト 入 力 部 ７ に よ り 被 検 者 Ｉ Ｄ 又 は 検 査
番 号 等 の 被 検 者 を 認 識 可 能 な 識 別 子 が 入 力 さ れ 、 撮 影 予 定 者 リ ス ト に 登 録 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
［ 企 業 健 診 の 場 合 ］
　 企 業 や 学 校 、 団 体 等 で 定 期 的 に 行 わ れ る 健 診 で は 、 通 常 所 定 の 条 件 を 満 た す 人 は 全 員 が
受 診 対 象 者 で あ る の で 、 受 診 対 象 者 を 撮 影 リ ス ト 入 力 部 ７ か ら 社 員 番 号 や 検 査 番 号 等 の 被
検 者 を 認 識 可 能 な 識 別 子 が 入 力 さ れ 、 撮 影 予 定 者 リ ス ト に 登 録 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
［ 人 間 ド ッ ク の 場 合 ］
　 医 療 機 関 で 行 わ れ る 人 間 ド ッ ク に お い て は 、 事 前 に 予 約 を 受 付 け 、 予 約 の あ る 被 検 者 に
対 し 健 診 が 行 わ れ る 。 従 っ て 、 撮 影 リ ス ト 入 力 部 ７ か ら 予 約 者 の 被 検 者 Ｉ Ｄ 等 の 被 検 者 を
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認 識 可 能 な 識 別 子 が 入 力 さ れ 、 撮 影 予 定 者 リ ス ト に 登 録 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 健 診 が 開 始 さ れ る と 、 眼 底 検 査 に お い て は 先 ず 被 検 者 Ｉ Ｄ 入 力 部 ５ か ら 、 被 検 者 Ｉ Ｄ 等
の 被 検 者 識 別 子 が 入 力 さ れ る （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ） 。 こ こ で 入 力 さ れ る 被 検 者 Ｉ Ｄ は 、 ス テ ッ
プ Ｓ １ で 登 録 さ れ た 撮 影 予 定 者 リ ス ト で 使 用 さ れ る 識 別 子 と 同 じ 識 別 子 、 又 は １ 対 １ に 対
応 す る 識 別 子 と す る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 被 検 者 Ｉ Ｄ が 入 力 さ れ る と 、 眼 底 カ メ ラ １ に よ り 被 検 者 の 眼 底 撮 影 が 行 わ れ る （ ス テ ッ
プ Ｓ ３ ） 。 健 診 で 行 わ れ る 眼 底 撮 影 で は 散 瞳 剤 等 を 使 用 し な い 無 散 瞳 型 眼 底 カ メ ラ が 使 用
さ れ る 。 無 散 瞳 型 眼 底 カ メ ラ は 検 査 会 場 又 は 被 検 者 周 囲 を 暗 室 状 態 に し 、 被 検 眼 の 自 然 散
瞳 を 促 し て 撮 影 す る も の で あ り 、 被 検 眼 の 位 置 合 わ せ 及 び ピ ン ト 調 整 等 に は 被 検 眼 瞳 孔 が
縮 瞳 し な い よ う に 赤 外 光 を 使 用 し て 行 う 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 無 散 瞳 型 眼 底 カ メ ラ で は 、 前 眼 部 観 察 状 態 及 び 眼 底 部 観 察 状 態 が あ り 、 順 に 位 置 合 わ せ
を 行 っ た 後 に 図 示 し な い 撮 影 ス イ ッ チ を 押 す こ と に よ り ス ト ロ ボ を 発 光 さ せ て 撮 影 を 行 う
。 撮 影 さ れ た 画 像 は Ｃ Ｃ Ｄ カ メ ラ ２ に よ り 光 電 変 換 さ れ た 後 に 、 画 像 記 憶 部 ３ 内 で Ａ ／ Ｄ
変 換 さ れ 、 デ ジ タ ル 画 像 デ ー タ と し て 記 憶 さ れ 、 同 時 に 撮 影 画 像 表 示 部 ４ に 表 示 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 撮 影 を 失 敗 し た 場 合 に は 、 図 示 し な い 画 像 消 去 ス イ ッ チ に よ り 画 像 記 憶 部 ３ 内 の 画 像 は
消 去 さ れ る 。 再 度 撮 影 を 行 う 場 合 に は 、 同 様 の 手 順 に よ り 眼 底 カ メ ラ １ に て 行 う 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 ま た 、 同 一 被 検 者 で 左 右 眼 撮 影 、 又 は 異 な っ た 部 位 の 撮 影 な ど 、 複 数 枚 の 撮 影 を 行 う 場
合 も ス テ ッ プ Ｓ ３ を 繰 り 返 し 実 行 す る 。 ス テ ッ プ Ｓ ３ に お い て は 、 １ 画 像 の 撮 影 を 完 了 す
る と 、 図 ３ に 示 す よ う に 撮 影 済 み リ ス ト 記 憶 部 ６ 内 に 撮 影 情 報 を 格 納 す る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 図 ３ に お い て 、 健 診 日 は 健 診 を 開 催 し た 日 で あ り 、 患 者 Ｉ Ｄ は 被 検 者 を 識 別 す る Ｉ Ｄ で
あ る 。 こ こ で は 、 患 者 Ｉ Ｄ の 場 合 を 例 に 挙 げ た が 、 検 査 番 号 な ど 健 診 日 に お け る 被 検 者 を
特 定 可 能 な 番 号 等 で も よ い 。 ま た 、 左 右 眼 区 別 は 撮 影 を 行 っ た 被 検 眼 、 撮 影 部 位 は 撮 影 対
象 部 位 、 画 像 番 号 は 画 像 記 憶 部 ３ 内 に 格 納 さ れ て い る 画 像 の 識 別 子 を 示 す 。 図 ３ の 例 で は
撮 影 画 像 は Ｊ Ｐ Ｅ Ｇ 画 像 で あ る 場 合 を 示 し 、 新 た な 画 像 が 生 成 さ れ る と 、 図 ３ の 表 中 に 追
加 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 現 在 の 被 検 者 に お け る 撮 影 が 終 了 す る と 、 次 の 被 検 者 Ｉ Ｄ を 被 検 者 Ｉ Ｄ 入 力 部 ５ か ら 入
力 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ） 。 な お 、 上 述 の 説 明 で は 撮 影 済 み リ ス ト 記 憶 部 ６ に 撮 影 済 み リ ス
ト を 追 加 す る タ イ ミ ン グ は 、 撮 影 終 了 で あ る こ と を 例 に 挙 げ て 説 明 し た が 、 こ れ に 限 ら ず
次 の 被 検 者 Ｉ Ｄ 入 力 の タ イ ミ ン グ を 同 一 被 検 者 の 撮 影 の 終 了 と 判 断 し て 、 以 前 の 被 検 者 の
撮 影 画 像 を 一 括 し て リ ス ト に 追 加 す る よ う 構 成 し て も よ い 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 次 の 被 検 者 に 関 し て も 、 上 記 ス テ ッ プ Ｓ ３ 、 Ｓ ４ 、 Ｓ ５ を 行 い 、 以 後 は 健 診 が 終 了 す る
ま で 繰 り 返 す 。 全 て の 撮 影 対 象 者 の 撮 影 が 終 了 す る と 、 撮 影 者 は ボ タ ン 、 ス イ ッ チ 等 で 構
成 さ れ る 健 診 終 了 指 示 部 ８ を 操 作 す る こ と に よ り 健 診 の 終 了 を 知 ら せ る （ ス テ ッ プ Ｓ ６ ）
。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 な お 、 こ こ で は 健 診 終 了 指 示 部 ８ へ の 健 診 終 了 指 示 は 、 撮 影 者 の ボ タ ン 、 ス イ ッ チ 操 作
だ け で は な く 、 眼 底 カ メ ラ １ の 図 示 し な い 電 源 ス イ ッ チ を オ フ し た 場 合 に 、 健 診 終 了 指 示
部 ８ に 健 診 終 了 指 示 を 行 う よ う に 構 成 し て も よ い 。 更 に 、 図 示 し な い メ モ リ に 撮 影 枚 数 値
を 記 憶 し て お き 、 眼 底 カ メ ラ １ に よ り 撮 影 し た 枚 数 が 、 メ モ リ 上 の 撮 影 枚 数 値 に 達 し た 場
合 に 、 健 診 終 了 指 示 部 ８ に 健 診 終 了 指 示 を 行 う よ う に 構 成 し て も 同 様 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 健 診 終 了 指 示 部 ８ か ら の 健 診 終 了 指 示 を 受 け て 、 撮 影 漏 れ 警 告 判 断 部 ９ で は 撮 影 漏 れ の
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判 定 を 行 う （ ス テ ッ プ Ｓ ７ ） 。 撮 影 漏 れ の 判 定 は 、 具 体 的 に は ス テ ッ プ Ｓ １ で 登 録 さ れ た
撮 影 予 定 者 リ ス ト と 、 撮 影 済 み リ ス ト 記 憶 部 ６ 内 に 記 憶 さ れ て い る 撮 影 済 み リ ス ト と の 比
較 に よ り 行 わ れ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 図 ４ は 撮 影 漏 れ 警 告 判 断 部 ９ で 行 わ れ る 図 ２ の ス テ ッ プ Ｓ ７ に お け る 撮 影 漏 れ 判 定 の 詳
細 手 順 の 動 作 フ ロ ー チ ャ ー ト 図 で あ る 。 先 ず 撮 影 予 定 者 リ ス ト 、 撮 影 済 み リ ス ト の 双 方 か
ら 撮 影 日 の デ ー タ を 抽 出 す る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ） 。 こ こ で は 抽 出 対 象 日 を 撮 影 日 と し た が
、 こ れ に 限 ら ず 任 意 の 日 を 図 示 し な い 判 定 日 入 力 手 段 に よ り 入 力 す る よ う に 構 成 し て も よ
い 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 な お 、 撮 影 予 定 者 リ ス ト 、 撮 影 済 み リ ス ト の 一 方 が 撮 影 日 の み の デ ー タ し か 持 た な い 場
合 に は 、 他 方 の み に つ い て ス テ ッ プ Ｓ １ ０ を 実 行 す る 。 更 に 、 撮 影 予 定 者 リ ス ト 、 撮 影 済
み リ ス ト の 双 方 共 に 、 撮 影 日 の み の デ ー タ し か 持 た な い 場 合 に は ス テ ッ プ Ｓ １ ０ は 省 略 す
る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 次 に 、 撮 影 予 定 者 リ ス ト か ら 被 検 者 Ｉ Ｄ を 順 に 抽 出 し 、 撮 影 済 み リ ス ト 中 に 該 当 被 検 者
Ｉ Ｄ が 存 在 す る か 確 認 す る （ ス テ ッ プ Ｓ １ １ 、 Ｓ １ ２ ） 。 撮 影 済 み リ ス ト に 存 在 し な い 場
合 に は 、 該 当 被 検 者 Ｉ Ｄ を 撮 影 漏 れ 警 告 判 断 部 ９ 内 の 図 示 し な い 撮 影 漏 れ リ ス ト 記 憶 部 に
記 憶 す る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ３ ） 。 ス テ ッ プ Ｓ １ １ ～ ス テ ッ プ Ｓ １ ３ を 繰 り 返 し 、 撮 影 予 定 者
リ ス ト 上 の 全 て の 被 検 者 Ｉ Ｄ に つ い て 撮 影 済 み リ ス ト と の 照 合 作 業 を 行 う 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 な お ス テ ッ プ Ｓ １ ３ で は 、 撮 影 漏 れ リ ス ト 記 憶 部 は 該 当 被 検 者 Ｉ Ｄ を 記 憶 す る 場 合 を 例
に 挙 げ た が 、 こ れ に 限 ら ず 例 え ば 撮 影 予 定 者 リ ス ト に 、 左 右 眼 撮 影 、 後 極 部 撮 影 、 乳 頭 部
撮 影 等 の 撮 影 方 法 の 記 載 が あ る 場 合 に 、 撮 影 済 み リ ス ト 中 に 該 当 す る 撮 影 方 法 の 画 像 リ ス
ト が あ る か 否 か を 確 認 し 、 該 当 被 検 者 の 予 定 撮 影 方 法 に お い て 、 漏 れ て い る 撮 影 方 法 が あ
る 場 合 に は 、 そ の 旨 に つ い て も 撮 影 漏 れ リ ス ト 記 憶 部 に 記 憶 し て お く 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 撮 影 漏 れ の 判 定 の 結 果 、 撮 影 漏 れ リ ス ト 記 憶 部 に デ ー タ が 記 録 さ れ て い る 場 合 に は （ ス
テ ッ プ Ｓ ８ ） 、 撮 影 漏 れ 警 告 判 断 部 ９ か ら 警 告 表 示 部 １ ０ に 、 図 ５ に 示 す よ う な 撮 影 漏 れ
の 警 告 表 示 を 行 う よ う に 指 示 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ９ ） 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 図 ５ は 撮 影 漏 れ の 被 検 者 Ｉ Ｄ を 表 示 す る 例 を 示 し た が 、 こ れ に 限 ら ず 同 一 被 検 者 に お い
て 複 数 枚 の 撮 影 を 行 う よ う な 場 合 で は 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 そ の 他 の 左 右 眼 区 別 情 報 や 撮
影 部 位 情 報 等 、 撮 影 条 件 等 の 情 報 を 同 時 に 表 示 す る よ う に 構 成 し て も よ い 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 ま た 、 上 記 の 例 で は 撮 影 漏 れ 警 告 判 断 部 ９ で 撮 影 漏 れ の 判 定 が 行 わ れ た 場 合 に 、 警 告 表
示 部 １ ０ に 警 告 表 示 を 指 示 す る と し た が 、 こ れ に 限 ら ず ブ ザ ー 等 で の 警 告 音 や 、 Ｌ Ｅ Ｄ 、
ラ ン プ 等 に よ り 警 告 を 行 う よ う に 構 成 す る こ と も で き る 。
【 実 施 例 ２ 】
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 実 施 例 １ で は １ 台 の 眼 底 カ メ ラ １ を 用 い て 健 診 を 行 う 場 合 を 例 に 挙 げ た が 、 一 般 に は 多
く の 受 診 者 を 撮 影 す る 必 要 が あ る た め 、 複 数 の 眼 底 カ メ ラ を 用 い る 場 合 が 多 い 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 図 ６ は 実 施 例 ２ の 装 置 構 成 図 を 示 し 、 ２ １ 、 ２ ２ 、 ２ ３ は 眼 底 カ メ ラ 、 更 に こ れ ら の 眼
底 カ メ ラ ２ １ 、 ２ ２ 、 ２ ３ に は そ れ ぞ れ Ｃ Ｃ Ｄ カ メ ラ ２ ４ 、 ２ ５ 、 ２ ６ が 付 設 さ れ て お り
、 Ｃ Ｃ Ｄ カ メ ラ ２ ４ 、 ２ ５ 、 ２ ６ は 画 像 記 憶 部 ２ ７ 、 ２ ８ 、 ２ ９ が 接 続 さ れ て い る 。 ま た
、 眼 底 カ メ ラ ２ １ 、 ２ ２ 、 ２ ３ は ネ ッ ト ワ ー ク ３ ０ に 接 続 さ れ 、 ネ ッ ト ワ ー ク ３ ０ に は 撮
影 済 み リ ス ト 記 憶 部 ３ １ 、 撮 影 漏 れ 警 告 指 示 部 ３ ２ 、 健 診 終 了 指 示 部 ３ ３ 、 撮 影 リ ス ト 入
力 部 ３ ４ 、 撮 影 漏 れ 警 告 判 断 部 ３ ５ が 接 続 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
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　 実 施 例 ２ で の 動 作 に 関 し て は 基 本 的 に 実 施 例 １ と 同 じ で あ る 。 こ こ で は 実 施 例 １ と は 異
な る 部 分 に 限 定 し て 説 明 す る と 、 眼 底 カ メ ラ ２ １ 、 ２ ２ 、 ２ ３ に お い て は 、 そ れ ぞ れ 撮 影
に 入 る 前 に 撮 影 リ ス ト 入 力 部 ３ ４ か ら 、 図 ７ に 示 す 健 診 日 、 号 機 番 号 、 被 検 者 Ｉ Ｄ か ら 成
る 撮 影 予 定 者 リ ス ト を 入 力 す る 。 な お 、 図 ６ の 例 で は 、 撮 影 予 定 者 リ ス ト は 、 撮 影 リ ス ト
入 力 部 ３ ４ か ら 入 力 す る よ う に し た が 、 眼 底 カ メ ラ ２ １ 、 ２ ２ 、 ２ ３ に 接 続 さ れ た 図 示 し
な い 撮 影 予 定 者 リ ス ト 入 力 部 か ら 入 力 す る よ う に 構 成 し て も よ い 。 こ の 場 合 に は 、 撮 影 予
定 者 リ ス ト は ネ ッ ト ワ ー ク ３ ０ を 経 由 し て 撮 影 リ ス ト 入 力 部 ３ ４ に 入 力 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 撮 影 予 定 者 リ ス ト の 登 録 が 終 了 す る と 、 実 施 例 １ と 同 様 に し て 各 眼 底 カ メ ラ ２ １ 、 ２ ２
、 ２ ３ で は 被 検 者 の 撮 影 が 行 わ れ る 。 撮 影 が 完 了 す る と 、 図 ８ に 示 す よ う な 撮 影 済 み の 被
検 者 リ ス ト 情 報 が 撮 影 済 み リ ス ト 記 憶 部 ３ １ に ネ ッ ト ワ ー ク ３ ０ を 経 由 し て 送 信 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 健 診 が 終 了 す る と 、 健 診 終 了 指 示 部 ３ ３ か ら 健 診 の 終 了 が 撮 影 漏 れ 警 告 判 断 部 ３ ５ に 知
ら さ れ る 。 な お 、 各 眼 底 カ メ ラ ２ １ 、 ２ ２ 、 ２ ３ に 接 続 さ れ た 図 示 し な い 健 診 終 了 送 信 部
よ り ネ ッ ト ワ ー ク ３ ０ を 経 由 し て 健 診 終 了 情 報 を 健 診 終 了 指 示 部 ３ ３ に 送 信 す る よ う に 構
成 し て も よ い 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 実 施 例 １ と 同 様 の 判 断 に よ り 、 撮 影 漏 れ 警 告 判 断 部 ３ ５ に よ り 撮 影 漏 れ が 発 見 さ れ た 場
合 に は 、 撮 影 漏 れ 警 告 指 示 部 ３ ２ は 該 当 す る 眼 底 カ メ ラ に 対 し 、 撮 影 漏 れ 警 告 を 行 う よ う
、 ネ ッ ト ワ ー ク ３ ０ 経 由 で 指 示 す る 。 指 示 を 受 け た 眼 底 カ メ ラ は 、 図 示 し な い 警 告 表 示 部
に 対 し 実 施 例 １ と 同 様 に 警 告 を 行 う 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 な お 、 ネ ッ ト ワ ー ク ３ ０ に 接 続 さ れ る 眼 底 カ メ ラ は ３ 台 と は 限 ら ず 、 複 数 台 の 眼 底 カ メ
ラ に 対 し 同 様 に 適 用 で き る こ と は 云 う ま で も な い 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ４ ０ 】
【 図 １ 】 実 施 例 １ の 装 置 構 成 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 実 施 例 １ の 動 作 フ ロ ー チ ャ ー ト 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 撮 影 リ ス ト の 表 で あ る 。
【 図 ４ 】 撮 影 漏 れ 判 定 フ ロ ー チ ャ ー ト 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 警 告 表 示 部 で の 警 告 表 示 の 説 明 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 実 施 例 ２ の 装 置 構 成 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 撮 影 リ ス ト の 表 で あ る 。
【 図 ８ 】 撮 影 リ ス ト の 表 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ４ １ 】
　 １ 、 ２ １ 、 ２ ２ 、 ２ ３ 　 眼 底 カ メ ラ
　 ２ 、 ２ ４ 、 ２ ５ 、 ２ ６ 　 Ｃ Ｃ Ｄ カ メ ラ
　 ３ 、 ２ ７ 、 ２ ８ ， ２ ９ 　 画 像 記 憶 部
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